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○
経
済
産
業
省
令
第
六
十
六
号

商
標
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
十
九
号
）
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
商
標
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
五
日

経
済
産
業
大
臣

枝
野

幸
男

商
標
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

商
標
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
類
の
項
下
欄
第
一
号

中
「
壁
紙
剥
離
剤
」
を
「
壁
紙
剥
離
剤
」
に
、
「
剥
離
剤
」
を
「
剥
離
剤
」
に
改
め
、

は
く

は
く

同
項
下
欄
第
六
号
中
「
け
い
そ
う
土
」
を
「
珪
藻
土
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
十
号

中
「
堆
肥
」
を
「
堆
肥
」
に
改
め
る
。

け
い

た
い

(二)

別
表
第
二
類
の
項
下
欄
第
八
号
中
「
防
錆
グ
リ
ー
ス
」
を
「
腐

蝕

防
止
剤

防
錆
グ
リ
ー
ス

防
錆
剤
」
に
改
め
る
。

せ
い

し
よ
く

せ
い

せ
い

別
表
第
三
類
の
項
下
欄
第
一
号
中
「
愛
玩
動
物
用
シ
ャ
ン
プ
ー

洗
い
粉

洗
い
ぬ
か

髪
洗
い
粉
」
を
「
愛
玩
動
物
用
シ

が
ん

ャ
ン
プ
ー

洗
い
粉
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
二
号
中
「
香
料
類
」
を
「
香
料
」
に
改
め
、
同
号

を
削
り
、
同
項
下
欄
第
九

(六)
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号
中
「
塗
料
用
剥
離
剤
」
を
「
塗
料
用
剥
離
剤
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
下
欄
第
十
一
号
と
し
、
同
項
下
欄
第
五
号
か
ら
同
項

は
く

下
欄
第
八
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
下
欄
第
四
号
を
同
項
下
欄
第
五
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る

。
六

口
臭
用
消
臭
剤

動
物
用
防
臭
剤

別
表
第
三
類
の
項
下
欄
第
三
号

中
「
ヘ
ア
ー
ト
ニ
ッ
ク
」
を
「
ヘ
ア
ー
ト
ニ
ッ
ク

ヘ
ア
ー
ト
リ
ー
ト
メ
ン
ト
」
に
改
め

(五)

、
同
号

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(七)
ア
イ
シ
ャ
ド
ウ

あ
ぶ
ら
と
り
紙

身
体
用
防
臭
剤

脱
毛
剤

タ
ル
カ
ム
パ
ウ
ダ
ー

ネ
イ
ル
エ
ナ
メ
ル

ネ
イ

(七)
ル
エ
ナ
メ
ル
除
去
液

バ
ス
オ
イ
ル

バ
ス
ソ
ル
ト

パ
ッ
ク
用
化
粧
料

ベ
ビ
ー
オ
イ
ル

ベ
ビ
ー
パ
ウ
ダ
ー

マ

ス
カ
ラ

ま
ゆ
墨

毛
髪
脱
色
剤

別
表
第
三
類
の
項
下
欄
第
三
号
を
同
項
下
欄
第
四
号
と
し
、
同
項
下
欄
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

薫
料

吸
香

薫
香

線
香

に
お
い
袋

別
表
第
四
類
の
項
下
欄
第
二
号

中
「
あ
ま
に
油
」
を
「
亜
麻
仁
油
」
に
改
め
る
。

(二)
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別
表
第
五
類
の
項
下
欄
第
一
号

中
「

鎮
暈
剤
」
を
削
り
、
同
号

中
「
耳
鼻
科
用
剤
」
を
「
耳
鼻
科
用
剤

鎮
暈
剤
」

う
ん

う
ん

(一)

(三)

に
改
め
、
同
号

中
「

口
中
清
潔
剤

口
中
清
涼
剤
」
を
削
り
、
同
号

中
「
甲
状
せ
ん
副
甲
状
せ
ん
ホ
ル
モ
ン
剤
」
を
「

(七)

(八)

甲
状
腺
副
甲
状
腺
ホ
ル
モ
ン
剤
」
に
、
「
だ
液
せ
ん
ホ
ル
モ
ン
剤
」
を
「
唾
液
腺
ホ
ル
モ
ン
剤
」
に
、
「
副
じ
ん
ホ
ル
モ
ン
剤

」
を
「
副
腎
ホ
ル
モ
ン
剤
」
に
改
め
、
同
号

中
「
し
ゅ
よ
う
治
療
用
薬
剤
」
を
「
腫
瘍
治
療
用
薬
剤
」
に
、
「
肉
し
ゅ
治
療

剤
」
を
「
肉
腫
治
療
剤
」
に
改
め
、
同
号

中
「
抗
結
核
剤
」
を
「
抗
結
核
剤

抗
ハ
ン
セ
ン
病
剤
」
に
改
め
、
「

治
ら
い

剤
」
を
削
り
、
同
号

中
「
蚊
取
線
香
」
を
「
蚊
取
線
香

燻
蒸
剤
」
に
改
め
、
「

蒸
剤
」
を
削
り
、
「
（
身
体
用
の
も
の

く
ん

を
除
く
。
）
」
を
「
（
身
体
用
及
び
動
物
用
の
も
の
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
三
号
中
「

医
療
用
腕
環
」
を
削

り
、
「
衛
生
マ
ス
ク
」
を
「
衛
生
マ
ス
ク

栄
養
補
助
用
飼
料
添
加
物

お
む
つ

お
む
つ
カ
バ
ー
」
に
、
「
眼
帯

耳
帯

失
禁
用
お
し
め
」
を
「
眼
帯

サ
プ
リ
メ
ン
ト

耳
帯

食
餌
療
法
用
飲
料
又
は
食
品
」
に
、
「
脱
脂
綿
」
を
「
脱
脂
綿

乳

幼
児
用
飲
料
又
は
食
品
」
に
改
め
、
「

乳
糖
」
を
削
る
。

別
表
第
六
類
の
項
下
欄
第
一
号

中
「
銑
鉄
」
を
「
銑
鉄
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
二
号

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

せ
ん

(一)

(九)

イ
ン
ジ
ウ
ム

カ
ド
ミ
ウ
ム

ク
ロ
ー
ム

ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム

コ
バ
ル
ト

ジ
ル
コ
ニ
ウ
ム

タ
ン
グ
ス
テ
ン

タ

(九)
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ン
タ
ル

ニ
オ
ブ

バ
ナ
ジ
ウ
ム

ハ
フ
ニ
ウ
ム

ベ
リ
リ
ウ
ム

マ
ン
ガ
ン

モ
リ
ブ
デ
ン

別
表
第
六
類
の
項
下
欄
第
四
号
中
「
回
転
窓
用
へ
い
そ
く
装
置
」
を
「
回
転
窓
用
閉
塞
装
置
」
に
、
「

さ
く
」
を
「

柵

」
に
、
「
鉄
線
じ
ゃ
か
ご
」
を
「
鉄
線
蛇
籠
」
に
、
「
扉
の
へ
い
そ
く
装
置
」
を
「
扉
の
閉
塞
装
置
」
に
、
「
針
金
さ
く
」
を

「
針
金
柵
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
六
号
中
「
鍵

鍵
用
金
属
製
リ
ン
グ
」
を
「
鍵

鍵
用
金
属
製
リ
ン
グ
」
に
改
め
、
同
項

か
ぎ

か
ぎ

下
欄
第
十
一
号
中
「
金
属
製
荷
役
用
パ
レ
ッ
ト
」
を
「
金
属
製
荷
役
用
パ
レ
ッ
ト

金
属
製
輸
送
用
コ
ン
テ
ナ
」
に
改
め
、
同

項
下
欄
第
十
五
号
中
「

金
属
製
ビ
ッ
ト

金
属
製
ボ
ラ
ー
ド
」
を
削
り
、
同
項
下
欄
第
十
八
号
中
「

犬
用
鎖
」
及
び
「

金
属
製
貯
金
箱
」
を
削
り
、
同
項
下
欄
第
二
十
二
号
中
「

金
属
製
飛
び
込
み
台
」
を
削
る
。

別
表
第
七
類
の
項
下
欄
第
一
号

中
「
ガ
ス
溶
接
機
」
を
「
ア
ー
ク
溶
接
装
置

ガ
ス
溶
接
機

金
属
溶
断
機
」
に
改
め
、

(四)

「
電
気
溶
接
機
」
を
「
電
気
溶
接
機

電
気
溶
接
装
置
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
五
号
中
「

乾
燥
機
」
を
削
り
、
同
項
下
欄

第
六
号

中
「
乾
燥
機

」
を
削
り
、
同
号

中
「

熱
風
乾
燥
機
」
を
削
り
、
同
項
下
欄
第
七
号

中
「

製
パ
ン
機
」
を

(二)

(七)

(一)

削
り
、
「
製
め
ん
機
」
を
「
製
麺
機
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
八
号

中
「

ベ
ニ
ヤ
製
造
用
乾
燥
機
」
を
削
り
、
同
項
下
欄

(三)

第
十
六
号
中
「

陸
上
の
乗
物
用
の
動
力
機
械
の
部
品
」
を
「
及
び
動
力
機
械
器
具
の
部
品
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
十
六
号

を
同
号

と
し
、
同
号

か
ら
同
号

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

の
前
に
次
の
よ
う
に

(七)

(八)

(二)

(六)

(一)

(二)

(二)
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加
え
る
。

ボ
イ
ラ
ー

(一)

給
水
加
熱
器

空
気
余
熱
器

蒸
気
過
熱
器

蒸
気
過
熱
低
減
器

ス
ト
ー
カ
ー

船
用
ボ
イ
ラ
ー

灰
捨
て
機
械

器
具

陸
用
ボ
イ
ラ
ー

別
表
第
七
類
の
項
下
欄
第
十
八
号

中
「

乾
燥
機
」
を
削
り
、
同
項
下
欄
第
二
十
五
号
中
「
業
務
用
攪
は
ん
混
合
機
」
を

か
く

(三)

「
ガ
ソ
リ
ン
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
用
装
置

業
務
用
攪
は
ん
混
合
機
」
に
、
「
業
務
用
切
さ
い
機
」
を
「
業
務
用
切
さ
い
機

自
動

か
く

販
売
機
」
に
、
「
電
動
式
カ
ー
テ
ン
引
き
装
置
」
を
「
電
動
式
カ
ー
テ
ン
引
き
装
置

電
動
式
扉
自
動
開
閉
装
置
」
に
改
め
る

。
別
表
第
八
類
の
項
下
欄
第
二
号

中
「
に
ぎ
り
ば
さ
み
」
を
「
握
り
ば
さ
み
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
六
号
中
「
ア
イ
ロ
ン

(一)

（
電
気
式
の
も
の
を
除
く
。
）
」
を
「
ア
イ
ロ
ン
」
に
改
め
る
。

別
表
第
九
類
の
項
下
欄
第
二
号

中
「
隠
蔽
率
測
定
紙
」
を
「
隠
蔽
率
測
定
紙
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
三
号
中
「
遮
断
機

ぺ
い

(八)

」
を
「
遮
断
器
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

太
陽
電
池

電
池
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太
陽
電
池

(一)

電
池

(二)

乾
電
池

湿
電
池

蓄
電
池

別
表
第
九
類
の
項
下
欄
第
七
号
中
「
現
像
用
、
焼
付
け
用
、
引
き
伸
ば
し
用
又
は
仕
上
げ
用
の
機
械
器
具
」
を
「
現
像
用
、

プ
リ
ン
ト
用
、
引
き
伸
ば
し
用
又
は
仕
上
げ
用
の
機
械
器
具
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
十
三
号

中
「
拡
声
機
械
器
具
」
を
「

(八)

Ｉ
Ｃ
レ
コ
ー
ダ
ー

拡
声
機
械
器
具

携
帯
型
オ
ー
デ
ィ
オ
プ
レ
ー
ヤ
ー
」
に
改
め
、
同
号

中
「
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
」
を
「

(九)

デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ

デ
ジ
タ
ル
フ
ォ
ト
フ
レ
ー
ム
」
に
改
め
、
同
号

中
「
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
」
を
「
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト

携
帯
電

(十)

話
機
用
ス
ト
ラ
ッ
プ
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
十
六
号

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(一)

電
子
応
用
機
械
器
具

(一)
イ

電
子
計
算
機
及
び
そ
の
周
辺
機
器

光
学
式
マ
ウ
ス

ス
キ
ャ
ナ
ー

電
子
計
算
機

電
子
計
算
機
用
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
装
置

ハ
ー
ド
デ
ィ
ス
ク
ユ
ニ

ッ
ト

プ
リ
ン
タ
ー

ロ

電
子
応
用
静
電
複
写
機

電
子
式
卓
上
計
算
機

電
子
辞
書

ワ
ー
ド
プ
ロ
セ
ッ
サ
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ハ

ガ
イ
ガ
ー
計
数
器

高
周
波
ミ
シ
ン

サ
イ
ク
ロ
ト
ロ
ン

産
業
用
Ｘ
線
機
械
器
具

産
業
用
ベ
ー
タ
ー
ト
ロ
ン

磁
気
探
鉱
機

磁
気
探
知
機

地
震
探
鉱
機
械
器
具

水
中
聴
音
機
械
器
具

超
音
波
応
用
測
深
器

超
音
波
応

用
探
傷
器

超
音
波
応
用
探
知
機

電
子
応
用
扉
自
動
開
閉
装
置

電
子
顕
微
鏡

別
表
第
九
類
の
項
下
欄
第
十
六
号

中
「
ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
ー
」
を
「
ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
ー

発
光
ダ
イ
オ
ー
ド
」
に
改
め
、
同

(三)

項
下
欄
第
十
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
八

科
学
用
人
工
衛
星

別
表
第
九
類
の
項
下
欄
第
十
九
号
を
削
り
、
同
項
下
欄
第
二
十
号
を
同
項
下
欄
第
十
九
号
と
し
、
同
号
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。十

九

家
庭
用
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
機
用
プ
ロ
グ
ラ
ム

業
務
用
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
機
用
プ
ロ
グ
ラ
ム

携
帯
用
液
晶
画
面
ゲ
ー
ム

機
用
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
記
憶
さ
せ
た
電
子
回
路
及
び
Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
Ｏ
Ｍ

別
表
第
九
類
の
項
下
欄
第
二
十
一
号
を
同
項
下
欄
第
二
十
号
と
し
、
同
項
下
欄
第
二
十
二
号
を
同
項
下
欄
第
二
十
一
号
と
し

、
同
項
下
欄
第
二
十
三
号
を
削
り
、
同
項
下
欄
第
二
十
四
号
を
同
項
下
欄
第
二
十
二
号
と
し
、
同
項
下
欄
第
二
十
五
号
中
「
消

火
栓
」
を
「
消
火
栓

消
火
ホ
ー
ス
」
に
、
「
防
火
被
服
」
を
「
防
火
被
服

防
災
頭
巾
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
下
欄
第
二
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十
三
号
と
し
、
同
項
下
欄
第
二
十
六
号
中
「

自
動
車
用
シ
ガ
ー
ラ
イ
タ
ー
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
下
欄
第
二
十
四
号
と
し

、
同
項
下
欄
第
二
十
七
号
を
同
項
下
欄
第
二
十
五
号
と
し
、
同
項
下
欄
第
二
十
八
号
を
同
項
下
欄
第
二
十
六
号
と
し
、
同
項
下

欄
第
二
十
九
号
中
「

ガ
ソ
リ
ン
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
用
装
置

自
動
販
売
機
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
下
欄
第
二
十
七
号
と
し
、

同
項
下
欄
第
三
十
号
を
同
項
下
欄
第
二
十
八
号
と
し
、
同
項
下
欄
第
三
十
一
号
中
「

浮
袋
」
及
び
「

水
泳
用
浮
き
板
」
を

削
り
、
同
号
を
同
項
下
欄
第
二
十
九
号
と
し
、
同
項
下
欄
第
三
十
二
号
中
「

ア
ー
ク
溶
接
装
置

金
属
溶
断
機
」
及
び
「

電
気
溶
接
装
置

電
動
式
扉
自
動
開
閉
装
置
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
下
欄
第
三
十
号
と
し
、
同
項
下
欄
第
三
十
三
号
を
同
項

下
欄
第
三
十
一
号
と
し
、
同
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
十
一

水
泳
用
耳
栓

潜
水
用
耳
栓

別
表
第
十
類
の
項
下
欄
第
一
号

中
「
剥
離
子
」
を
「
剥
離
子
」
に
改
め
、
同
号

中
「
超
短
波
治
療
機
械
器
具
」
を
「
超

は
く

(二)

(三)

短
波
治
療
機
械
器
具

治
療
用
マ
ッ
サ
ー
ジ
器
」
に
改
め
、
「

マ
ッ
サ
ー
ジ
器
」
を
削
り
、
同
号

中
「
椎
骨
矯
正
器
」
を

つ
い

(七)

「
椎
骨
矯
正
器
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
二
号
中
「
ほ
乳
用
具

魔
法
ほ
乳
器
」
を
「
哺
乳
用
具

魔
法
哺
乳
器
」
に
改
め
、

同
項
下
欄
第
五
号
中
「
病
人
用
便
器
」
を
「
睡
眠
用
耳
栓

病
人
用
差
し
込
み
便
器

防
音
用
耳
栓
」
に
改
め
る
。

別
表
第
十
一
類
の
項
下
欄
第
三
号
中
「
混
銑
炉
」
を
「
混
銑
炉
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
五
号
中
「
火
鉢
類
」
を
「
ス
ト
ー

せ
ん
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ブ
類
（
電
気
式
の
も
の
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
「

こ
た
つ
」
を
削
り
、
同
項
下
欄
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六

ボ
イ
ラ
ー
（
機
械
部
品
を
除
く
。
）

別
表
第
十
一
類
の
項
下
欄
第
九
号
中
「
業
務
用
食
器
乾
燥
機
」
を
「
業
務
用
食
器
乾
燥
機

業
務
用
食
器
消
毒
器
」
に
改
め

、
同
号

中
「
業
務
用
食
器
乾
燥
機
」
を
「
業
務
用
食
器
乾
燥
機

業
務
用
食
器
消
毒
器
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
十
二
号
を

(二)

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
二

化
学
繊
維
製
造
用
乾
燥
機

牛
乳
殺
菌
機

収
穫
物
乾
燥
機

飼
料
乾
燥
装
置

製
パ
ン
機

ベ
ニ
ヤ
製
造
用
乾
燥

機
別
表
第
十
一
類
の
項
下
欄
第
十
六
号
中
「
（
い
す
を
除
く
。
）
」
を
「
（
椅
子
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
十
九

号
中
「
加
湿
器
」
を
「
加
湿
器

家
庭
用
超
音
波
美
顔
器

家
庭
用
電
気
浄
水
器
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
二
十
三
号
中
「
和

式
便
器
用
い
す
」
を
「
和
式
便
器
用
椅
子
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
二
十
四
号
中
「
か
い
ろ

か
い
ろ
灰
」
を
「
懐
炉

懐
炉

灰
」
に
改
め
る
。

別
表
第
十
二
類
の
項
下
欄
第
一
号

ハ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(二)

ハ

オ
ー
ル

オ
ー
ル
受
け

カ
ヌ
ー
用
パ
ド
ル

キ
ャ
プ
ス
タ
ン

け
い
船
機

ス
タ
ン
チ
ョ
ン

ス
テ
ィ
ー
ル
ハ
ッ
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チ
カ
バ
ー

船
側
は
し
ご

船
舶
用
防
舷
具

船
用
信
号
標
識

ハ
ッ
チ
く
さ
び

ハ
ッ
チ
ク
リ
ー
ト

ハ
ッ
チ
バ
ッ

テ
ン

ハ
ッ
チ
ボ
ー
ド

ボ
ー
ト
カ
バ
ー

ボ
ー
ト
ダ
ビ
ッ
ト

ボ
ー
ト
チ
ョ
ッ
ク

丸
窓

ム
ア
リ
ン
グ
パ
イ
プ

別
表
第
十
二
類
の
項
下
欄
第
四
号

中
「
座
席
カ
バ
ー
」
を
「
座
席
カ
バ
ー

自
動
車
用
シ
ガ
ー
ラ
イ
タ
ー
」
に
改
め
、
同

(二)

項
下
欄
第
七
号
中
「
車
い
す
」
を
「
車
椅
子
」
に
改
め
る
。

別
表
第
十
四
類
の
項
下
欄
第
一
号

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(四)

イ
リ
ジ
ウ
ム

オ
ス
ミ
ウ
ム

パ
ラ
ジ
ウ
ム

ル
テ
ニ
ウ
ム

ロ
ジ
ウ
ム

(四)
別
表
第
十
四
類
の
項
下
欄
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五

宝
玉
及
び
そ
の
原
石
並
び
に
宝
玉
の
模
造
品

宝
玉
の
原
石

(一)

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
原
石

め
の
う
の
原
石

宝
玉
及
び
宝
玉
の
模
造
品

(二)

エ
メ
ラ
ル
ド

黄
玉
石

か
ん
ら
ん
石

貴
金
属
製
糸

玉
髄

サ
フ
ァ
イ
ア

さ
ん
ご

真
珠

人
造
宝
玉

水

晶

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド

た
ん
ぱ
く
石

ひ
す
い

へ
き
玉

め
の
う

ル
ビ
ー
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別
表
第
十
四
類
の
項
下
欄
第
七
号
中
「
記
念
カ
ッ
プ
、
記
念
た
て
」
を
「
記
念
カ
ッ
プ

記
念
た
て
」
に
改
め
る
。

別
表
第
十
六
類
の
項
下
欄
第
三
号
中
「
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
ご
み
収
集
用
袋
」
を
「
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
ご
み
収
集
用
袋

プ
ラ

ス
チ
ッ
ク
製
包
装
用
袋
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
四
号
中
「

紙
製
幼
児
用
お
し
め
」
を
削
り
、
同
項
下
欄
第
八
号

中
「
は

(三)

け
」
を
「
刷
毛
」
に
改
め
、
同
号

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(四)

イ
ン
キ

イ
ン
キ
消
し

イ
ン
キ
つ
ぼ

印
章

印
章
入
れ

印
章
用
マ
ッ
ト

印
肉

鉛
筆
削
り

画
び
ょ
う

(四)
ク
リ
ッ
プ

消
し
ゴ
ム

黒
板

黒
板
ふ
き

下
げ
札

シ
ー
ル

し
お
り

下
敷
き

修
正
液

修
正
テ
ー
プ

定

規

状
差
し

書
類
挟
み

す
ず
り

ス
タ
ン
プ
台

ス
テ
ッ
カ
ー

ス
テ
ー
プ
ラ
（
電
動
式
の
も
の
を
除
く
。
）

墨

石
ば
ん

接
着
テ
ー
プ

接
着
テ
ー
プ
デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー

そ
ろ
ば
ん

短
冊

地
球
儀

値
札

は
り
札

番

号
印

日
付
印

筆
立
て

筆
箱

文
鎮

分
度
器

ペ
ー
パ
ー
ナ
イ
フ

墨
汁

水
引

指
サ
ッ
ク

ラ
ベ
ル
（
布

製
の
も
の
を
除
く
。
）

別
表
第
十
六
類
の
項
下
欄
第
十
号
中
「
事
務
用
電
動
式
ホ
ッ
チ
キ
ス
」
を
「
事
務
用
電
動
式
ス
テ
ー
プ
ラ
」
に
改
め
る
。

別
表
第
十
七
類
の
項
下
欄
第
二
号
中
「

石
綿
ひ
も
」
を
削
り
、
同
項
下
欄
第
四
号
中
「
板

帯

管
」
を
「
板
状
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
基
礎
製
品

帯
状
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
基
礎
製
品

管
状
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
基
礎
製
品
」
に
、
「
積
層
板
」
を
「
積
層
板
状
プ
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ラ
ス
チ
ッ
ク
基
礎
製
品
」
に
、
「
繊
維
入
り
板
」
を
「
繊
維
入
り
板
状
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
基
礎
製
品
」
に
、
「
棒
」
を
「
棒
状
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
基
礎
製
品
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
七
号
中
「

石
綿

石
綿
網

石
綿
糸

石
綿
織
物

石
綿
製
フ
ェ
ル
ト

石
綿
の
板

石
綿
の
粉
」
を
削
り
、
同
項
下
欄
第
八
号
中
「

石
綿
紙
」
を
削
り
、
同
項
下
欄
第
十
号
中
「

消
防
用
ホ
ー
ス

石
綿
製
防
火
幕
」
を
削
り
、
「
農
業
用
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
フ
ィ
ル
ム
」
を
「
農
業
用
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
シ
ー
ト
」
に
改
め
る
。

別
表
第
十
八
類
の
項
下
欄
第
三
号
中
「
キ
ー
ケ
ー
ス
」
を
「
キ
ー
ケ
ー
ス

巾
着
」
に
改
め
、
「

信
玄
袋
」
を
削
り
、
同

項
下
欄
第
九
号
中
「
愛
玩
動
物
用
被
服
類
」
を
「
愛
玩
動
物
用
被
服
類
」
に
改
め
る
。

が
ん

別
表
第
十
九
類
の
項
下
欄
第
二
号
中
「
焼
成
れ
ん
が
」
を
「
焼
成
れ
ん
が

耐
火
モ
ル
タ
ル
」
に
改
め
、
「

モ
ル
タ
ル
」

を
削
り
、
同
項
下
欄
第
九
号
中
「

石
綿
か
わ
ら

石
綿
セ
メ
ン
ト
板

石
綿
セ
メ
ン
ト
管

石
綿
セ
メ
ン
ト
ス
レ
ー
ト

石

綿
セ
メ
ン
ト
製
煙
突

石
灰
く
ず
セ
メ
ン
ト
」
を
「
石
灰
く
ず
セ
メ
ン
ト

セ
メ
ン
ト
モ
ル
タ
ル
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
十

四
号
中
「
（
石
綿
製
の
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
項
下
欄
第
十
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
五

タ
ー
ル

ピ
ッ
チ

タ
ー
ル

(一)

コ
ー
ル
タ
ー
ル

木
タ
ー
ル
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ピ
ッ
チ

(二)

石
油
ピ
ッ
チ

別
表
第
十
九
類
の
項
下
欄
第
二
十
二
号
を
削
り
、
同
項
下
欄
第
二
十
三
号
中
「

飛
び
込
み
台
（
金
属
製
の
も
の
を
除
く
。

）
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
下
欄
第
二
十
二
号
と
す
る
。

別
表
第
二
十
類
の
項
下
欄
第
一
号

中
「
い
す
類
」
を
「
椅
子
類
」
に
、
「
安
楽
い
す
」
を
「
安
楽
椅
子
」
に
、
「
腰
掛
け

(三)

い
す

座
い
す

食
卓
用
い
す

長
い
す

乳
児
用
ハ
イ
チ
ェ
ア
ー
」
を
「
腰
掛
け
椅
子

座
椅
子

食
卓
用
椅
子

長
椅
子

乳
幼
児
用
ハ
イ
チ
ェ
ア
ー
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
五
号

中
「
木
製
の
包
装
用
容
器
」
を
「
木
製
の
包
装
用
容
器
（
「
コ

(一)

ル
ク
製
栓
、
木
製
栓
及
び
木
製
ふ
た
」
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
五
号

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(三)

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
包
装
用
容
器
（
「
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
栓
及
び
ふ
た
」
を
除
く
。
）

(三)
別
表
第
二
十
類
の
項
下
欄
第
六
号
中
「
納
棺
用
品
」
を
「
納
棺
用
品
」
に
、
「
ひ
つ
ぎ
」
を
「
棺
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第

か
ん

七
号
中
「
養
蜂
用
巣
箱
」
を
「
輸
送
用
コ
ン
テ
ナ
（
金
属
製
の
も
の
を
除
く
。
）

養
蜂
用
巣
箱
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
九

ほ
う

号
中
「
愛
玩
動
物
用
ベ
ッ
ド
」
を
「
愛
玩
動
物
用
ベ
ッ
ド
」
に
、
「
買
物
か
ご
」
を
「
買
物
か
ご

懐
中
鏡

鏡
袋
」
に
改
め

が
ん

、
「

ス
ト
ロ
ー
」
を
削
り
、
「
せ
ん
す
」
を
「
扇
子
」
に
、
「
美
容
院
用
い
す

び
ょ
う
ぶ
」
を
「
美
容
院
用
椅
子

び
ょ
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う
ぶ

日
よ
け

風
鈴
」
に
改
め
、
「

麦
わ
ら
さ
な
だ
」
を
削
り
、
「
理
髪
用
い
す
」
を
「
理
髪
用
椅
子
」
に
改
め
、
同
項

下
欄
第
十
一
号
中
「
き
ょ
う
木
」
を
「
経
木
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
十
二
号
中
「
き
ば
」
を
「
牙
」
に
、
「
ぞ
う
げ
」
を
「

象
牙
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
十
一
類
の
項
下
欄
第
二
号
中
「
な
べ
類
」
を
「
台
所
用
品
（
「
ガ
ス
湯
沸
か
し
器
、
加
熱
器
、
調
理
台
及
び
流
し

台
」
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
「
か
ま

調
理
用
鉄
板

な
べ

は
ん
ご
う

フ
ラ
イ
パ
ン

蒸
し
器
」
を
削
り
、
同
号
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

鍋
類

(一)

釜

調
理
用
鉄
板

鍋

は
ん
ご
う

フ
ラ
イ
パ
ン

蒸
し
器

コ
ー
ヒ
ー
沸
か
し
（
電
気
式
の
も
の
を
除
く
。
）

鉄
瓶

や
か
ん

(二)

食
器
類

(三)
イ

き
ゅ
う
す

コ
ッ
プ

杯

皿

サ
ラ
ダ
ボ
ー
ル

重
箱

茶
わ
ん

デ
ィ
ッ
シ
ュ
カ
バ
ー

デ
カ
ン
タ
ー

徳

利

鉢

ビ
ー
ル
ジ
ョ
ッ
キ

弁
当
箱

水
差
し

湯
飲
み

わ
ん

ロ

菓
子
缶

た
る

茶
缶

つ
ぼ

パ
ン
入
れ
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携
帯
用
ア
イ
ス
ボ
ッ
ク
ス

米
び
つ

食
品
保
存
用
ガ
ラ
ス
瓶

水
筒

魔
法
瓶

(四)

調
理
用
具

(五)

泡
立
て
器

魚
ぐ
し

こ
し
器

シ
ェ
ー
カ
ー

手
動
式
の
コ
ー
ヒ
ー
豆
ひ
き
器
及
び
こ
し
ょ
う
ひ
き

す
り
こ
ぎ

す
り
ば
ち

大
根
卸
し

ま
な
板

麺
棒

焼
き
網

レ
モ
ン
絞
り
器

ワ
ッ
フ
ル
焼
き
型
（
電
気
式
の
も
の
を
除

く

。
）

ア
イ
ス
ペ
ー
ル

こ
し
ょ
う
入
れ

砂
糖
入
れ

ざ
る

塩
振
り
出
し
容
器

し
ゃ
も
じ

じ
ょ
う
ご

膳

栓
抜

(六)

ス
ト
ロ
ー

卵
立
て

タ
ル
ト
取
り
分
け
用
へ
ら

ナ
プ
キ
ン
ホ
ル
ダ
ー

ナ
プ
キ
ン
リ
ン
グ

鍋
敷
き

は
し

は
し
箱

ひ
し
ゃ
く

ふ
る
い

盆

よ
う
じ

よ
う
じ
入
れ

別
表
第
二
十
一
類
の
項
下
欄
第
三
号
か
ら
同
項
下
欄
第
五
号
ま
で
を
削
り
、
同
項
下
欄
第
六
号
中
「
雑
巾
」
を
「
雑
巾
」
に

き
ん

改
め
、
同
号
を
同
項
下
欄
第
三
号
と
し
、
同
項
下
欄
第
七
号
を
同
項
下
欄
第
四
号
と
し
、
同
項
下
欄
第
八
号
中
「

懐
中
鏡

鏡
袋
」
を
削
り
、
「
化
粧
用
は
け
」
を
「
化
粧
用
刷
毛
」
に
、
「
ま
ゆ
毛
用
ブ
ラ
シ
」
を
「
眉
毛
用
ブ
ラ
シ
」
に
改
め
、
同
号

を
同
項
下
欄
第
五
号
と
し
、
同
項
下
欄
第
九
号
を
同
項
下
欄
第
六
号
と
し
、
同
項
下
欄
第
十
号
中
「
工
業
用
は
け
」
を
「
工
業

用
刷
毛
」
に
、
「
ブ
ラ
シ
用
豚
毛
」
を
「
ブ
ラ
シ
用
牛
毛
、
た
ぬ
き
の
毛
、
豚
毛
及
び
馬
毛
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
下
欄
第
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七
号
と
し
、
同
項
下
欄
第
十
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
下
欄
第
十
四
号
中
「
愛
玩
動
物
用
食
器

が
ん

愛
玩
動
物
用
ブ
ラ
シ
」
を
「
愛
玩
動
物
用
食
器

愛
玩
動
物
用
ブ
ラ
シ
」
に
、
「
植
木
鉢
」
を
「
植
木
鉢

お
守
り

お
み

が
ん

く
じ
」
に
改
め
、
「

靴
脱
ぎ
器
」
及
び
「
（
金
属
製
の
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
下
欄
第
十
一
号
と
し
、

同
項
下
欄
第
十
五
号
中
「

風
鈴
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
下
欄
第
十
二
号
と
し
、
同
項
下
欄
第
十
六
号
中
「
エ
ア
ー
ポ
ン
プ

」
及
び
「

揚
水
ポ
ン
プ

ろ
過
器
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
下
欄
第
十
三
号
と
す
る
。

別
表
第
二
十
二
類
の
項
下
欄
第
一
号

中
「
（
石
綿
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
項
下
欄
第
四
号
中
「
又
は
石
綿
製
」
を
削

(六)

り
、
同
項
下
欄
第
八
号
中
「
タ
ー
ポ
リ
ン
」
を
「
船
舶
用
オ
ー
ニ
ン
グ

タ
ー
ポ
リ
ン
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
九
号
中
「

日
覆
い

日
よ
け

よ
し
ず
」
を
削
り
、
同
項
下
欄
第
十
一
号
中
「
靴
用
ろ
う
引
き
縫
糸
」
を
「
靴
用
ろ
う
引
き
縫
糸

結
束

用
ゴ
ム
バ
ン
ド
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
三

牛
毛
（
ブ
ラ
シ
用
の
も
の
を
除
く
。
）

た
ぬ
き
の
毛
（
ブ
ラ
シ
用
の
も
の
を
除
く
。
）

豚
毛
（
ブ
ラ
シ
用
の
も

の
を
除
く
。
）

羽

馬
毛
（
ブ
ラ
シ
用
の
も
の
を
除
く
。
）

別
表
第
二
十
三
類
の
項
下
欄
第
一
号

中
「
（
石
綿
糸
を
除
く
。
）
」
を
削
る
。

(六)

別
表
第
二
十
四
類
の
項
下
欄
第
一
号

中
「
（
石
綿
織
物
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
項
下
欄
第
八
号
中
「
織
物
製
い
す
カ

(六)
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バ
ー
」
を
「
織
物
製
椅
子
カ
バ
ー
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
十
五
類
の
項
下
欄
第
一
号

中
「
キ
ャ
ミ
ソ
ー
ル
」
を
「
ア
ン
ダ
ー
シ
ャ
ツ
」
に
改
め
、
「

シ
ャ
ツ
」
を
削
り

(七)

、
同
号

中
「

ず
き
ん

す
げ
が
さ
」
及
び
「

防
暑
用
へ
ル
メ
ッ
ト
」
を
削
り
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

中
「

(十)

(十)

(九)

布
製
幼
児
用
お
し
め
」
を
削
り
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(九)

(十)

(八)

キ
ャ
ミ
ソ
ー
ル

テ
ィ
ー
シ
ャ
ツ

(九)
別
表
第
二
十
五
類
の
項
下
欄
第
三
号

イ
中
「
編
上
靴

運
動
靴

オ
ー
バ
ー
シ
ュ
ー
ズ

木
靴

作
業
靴
」
を
「
革
靴
」

(一)

に
改
め
、
「

短
靴
」
を
削
り
、
「
釣
り
用
靴

長
靴

ハ
ー
フ
ブ
ー
ツ
」
を
「
ブ
ー
ツ
」
に
改
め
、
「

メ
リ
ヤ
ス
製
靴

木
綿
製
靴
」
を
削
り
、
同
号

ロ
中
「

げ
た
は
ま
」
を
削
り
、
同
項
下
欄
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(二)

五

運
動
用
特
殊
衣
服

ア
ノ
ラ
ッ
ク

空
手
衣

グ
ラ
ン
ド
コ
ー
ト

剣
道
衣

柔
道
衣

ス
キ
ー
競
技
用
衣
服

ヘ
ッ
ド
バ
ン
ド

ヤ
ッ

(一)
ケ

ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
及
び
ス
ト
ッ
キ
ン
グ

リ
ス
ト
バ
ン
ド

水
上
ス
ポ
ー
ツ
用
特
殊
衣
服

(二)
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サ
ー
フ
ィ
ン
用
ウ
ェ
ッ
ト
ス
ー
ツ

水
上
ス
キ
ー
用
ウ
ェ
ッ
ト
ス
ー
ツ

別
表
第
二
十
五
類
の
項
下
欄
第
六
号
中
「
ゴ
ル
フ
靴
」
を
「
ウ
ィ
ン
ド
サ
ー
フ
ィ
ン
用
シ
ュ
ー
ズ

ゴ
ル
フ
靴
」
に
改
め
、

「
ス
キ
ー
靴
」
を
「
ス
キ
ー
靴

ス
ノ
ー
ボ
ー
ド
用
靴
」
に
改
め
、
「

テ
ニ
ス
靴
」
及
び
「

バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
靴

バ

レ
ー
ボ
ー
ル
靴

ハ
ン
ド
ボ
ー
ル
靴
」
を
削
る
。

別
表
第
二
十
六
類
の
項
下
欄
第
九
号
中
「
（
電
気
式
の
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
項
下
欄
第
十
二
号
中
「
漁
網
製
作

用
杼
」
を
「
漁
網
製
作
用
杼

人
毛
」
に
改
め
る
。

ひ

ひ

別
表
第
二
十
七
類
の
項
下
欄
第
一
号
中
「
尻
敷
き
マ
ッ
ト
」
を
「
尻
敷
き

マ
ッ
ト
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
十
八
類
の
項
下
欄
第
三
号
中
「
こ
ま

こ
ま
台
」
を
「
こ
ま
台

将
棋
の
こ
ま
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
六
号
(九)

中
「
お
も
ち
ゃ
花
火
」
を
「
お
も
ち
ゃ
花
火

家
庭
用
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
機
」
に
、
「
携
帯
用
液
晶
画
面
ゲ
ー
ム
お
も
ち
ゃ
」
を

「
携
帯
用
液
晶
画
面
ゲ
ー
ム
機
」
に
、
「
た
こ
」
を
「
凧
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
八
号
中
「
愛
玩
動
物
用
お
も
ち
ゃ
」
を
「

た
こ

が
ん

愛
玩
動
物
用
お
も
ち
ゃ
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
九
号

か
ら

ま
で
を
削
り
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(一)

球
技
用
具

(一)
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野
球
用
具

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
用
具

バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
用
具

バ
レ
ー
ボ
ー
ル
用
具

ラ
グ
ビ
ー
用
具

サ
ッ
カ

ー
用
具

ア
メ
リ
カ
ン
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
用
具

ハ
ン
ド
ボ
ー
ル
用
具

ド
ッ
ジ
ボ
ー
ル
用
具

テ
ニ
ス
用
具

卓
球
用

具

バ
ド
ミ
ン
ト
ン
用
具

ゴ
ル
フ
用
具

フ
ィ
ー
ル
ド
ホ
ッ
ケ
ー
用
具

ア
イ
ス
ホ
ッ
ケ
ー
用
具

ボ
ウ
リ
ン
グ
用

具

ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
用
具

ス
カ
ッ
シ
ュ
用
具

ラ
ク
ロ
ス
用
具

陸
上
競
技
用
具

(二)

カ
ー
リ
ン
グ
用
具

ス
キ
ー
用
具

ス
ケ
ー
ト
用
具
（
ス
ケ
ー
ト
靴
を
含
む
。
）

ス
ノ
ー
ボ
ー
ド
用
具

(三)

ボ
ク
シ
ン
グ
用
具

弓
道
用
具

フ
ェ
ン
シ
ン
グ
用
具

剣
道
用
具

(四)

体
操
用
具

新
体
操
用
具

(五)

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
用
具

(六)

運
動
用
固
定
式
自
転
車
及
び
そ
の
ロ
ー
ラ
ー

エ
キ
ス
パ
ン
ダ
ー

重
量
挙
げ
用
具

浮
袋

サ
ポ
ー
タ
ー

シ
ー
ソ
ー

水
泳
用
浮
き
板

ス
ケ
ー
ト
ボ
ー
ド

ス
タ
ー
タ
ー
ピ
ス
ト
ル

す
べ
り
台

(七)
縄
跳
び
用
の
縄

バ
ト
ン
ト
ワ
リ
ン
グ
用
バ
ト
ン

パ
ラ
グ
ラ
イ
ダ
ー

ハ
ン
グ
グ
ラ
イ
ダ
ー

ぶ
ら
ん
こ

ホ
イ
ッ

ス
ル

ラ
イ
ン
引
き

ロ
ー
ジ
ン
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登
山
用
ハ
ー
ネ
ス

(八)

サ
ー
フ
ィ
ン
用
、
水
上
ス
キ
ー
用
又
は
ス
キ
ュ
ー
バ
ダ
イ
ビ
ン
グ
用
運
動
用
具

(九)

足
ひ
れ

ウ
イ
ン
ド
サ
ー
フ
ィ
ン
用
の
ボ
ー
ド

サ
ー
フ
ボ
ー
ド

サ
ー
フ
ボ
ー
ド
用
バ
ッ
グ

シ
ュ
ノ
ー
ケ
ル

水
上
ス
キ
ー

水
中
銃

別
表
第
二
十
八
類
の
項
下
欄
第
十
三
号
中
「
（
業
務
用
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
機
を
除
く
。
）
」
を
削
る
。

別
表
第
二
十
九
類
の
項
下
欄
第
二
号
中
「
か
き
」
を
「
牡
蠣
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
十
一
号

中
「
な
た
ね
油
」
を
「
菜

か

き

(一)

種
油
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
十
類
の
項
下
欄
第
一
号
中
「
コ
ー
ヒ
ー
及
び
コ
コ
ア
」
を
「
コ
ー
ヒ
ー

コ
コ
ア
」
に
改
め
、
同
号

中
「
コ
ー

(一)

ヒ
ー

代
用
コ
ー
ヒ
ー
」
を
「
コ
ー
ヒ
ー

コ
ー
ヒ
ー
飲
料

代
用
コ
ー
ヒ
ー

焙
煎
し
た
コ
ー
ヒ
ー
豆
」
に
改
め
、
同
項
下

ば
い

欄
第
十
号
中
「
う
ど
ん
の
め
ん
」
を
「
う
ど
ん
の
麺
」
に
、
「
ス
パ
ゲ
ッ
テ
ィ
の
め
ん

そ
う
め
ん
の
め
ん

即
席
う
ど
ん
の

め
ん

即
席
そ
ば
の
め
ん

即
席
中
華
そ
ば
の
め
ん

そ
ば
の
め
ん

中
華
そ
ば
の
め
ん
」
を
「
ス
パ
ゲ
ッ
テ
ィ
の
麺

そ
う

め
ん
の
麺

即
席
う
ど
ん
の
麺

即
席
そ
ば
の
麺

即
席
中
華
そ
ば
の
麺

そ
ば
の
麺

中
華
そ
ば
の
麺
」
に
、
「
も
ち
」
を

「
餅
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
十
一
号
中
「

サ
ン
ド
イ
ッ
チ
」
を
削
り
、
「
肉
ま
ん
じ
ゅ
う

ハ
ン
バ
ー
ガ
ー

ピ
ザ

べ
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ん
と
う
」
を
「
弁
当
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
十
二
号
中
「
菓
子
及
び
パ
ン
」
を
「
菓
子
」
に
改
め
、
同
号

を
削
り
、
同
項

(三)

下
欄
第
十
七
号
を
同
項
下
欄
第
十
九
号
と
し
、
同
項
下
欄
第
十
六
号
を
同
項
下
欄
第
十
八
号
と
し
、
同
項
下
欄
第
十
五
号
中
「

ア
ー
モ
ン
ド
ペ
ー
ス
ト
」
を
削
り
、
「
酵
母
」
を
「
酵
母

パ
ス
タ
ソ
ー
ス
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
下
欄
第
十
七
号
と
し

、
同
項
下
欄
第
十
四
号
を
同
項
下
欄
第
十
六
号
と
し
、
同
項
下
欄
第
十
三
号
を
同
項
下
欄
第
十
五
号
と
し
、
同
項
下
欄
第
十
二

号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

十
三

パ
ン

あ
ん
ぱ
ん

ク
リ
ー
ム
パ
ン

ジ
ャ
ム
パ
ン

食
パ
ン

バ
ン
ズ

十
四

サ
ン
ド
イ
ッ
チ

中
華
ま
ん
じ
ゅ
う

ハ
ン
バ
ー
ガ
ー

ピ
ザ

別
表
第
三
十
一
類
の
項
下
欄
第
二
号
中
「
う
る
し
の
実

コ
プ
ラ
」
を
「
漆
の
実
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
三
号
中
「
か
き

」
を
「
牡
蠣
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

か

き

八

釣
り
用
餌

生
き
餌

別
表
第
三
十
一
類
の
項
下
欄
第
十
号
中
「
だ
い
こ
ん
」
を
「
大
根
」
に
改
め
、
「

ち
し
ゃ
」
を
削
り
、
「
も
や
し
」
を
「
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も
や
し

レ
タ
ス
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
十
二
類
の
項
下
欄
第
二
号
中
「

鉱
泉
水
」
を
削
り
、
「
炭
酸
水
」
を
「
炭
酸
水

ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
」
に

改
め
る
。

別
表
第
三
十
三
類
の
項
下
欄
第
一
号
中
「
し
ょ
う
ち
ゅ
う
」
を
「
焼
酎
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
二
号
中
「

ビ
タ
ー
ス
」

を
削
り
、
同
項
下
欄
第
五
号
中
「

に
ん
じ
ん
き
な
て
つ
ぶ
ど
う
酒
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
下
欄
第
六
号
と
し
、
同
項
下
欄

第
四
号
を
同
項
下
欄
第
五
号
と
し
、
同
項
下
欄
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

酎
ハ
イ

別
表
第
三
十
四
類
の
項
下
欄
第
二
号
を
削
り
、
同
項
下
欄
第
三
号
を
同
項
下
欄
第
二
号
と
し
、
同
項
下
欄
第
四
号
を
同
項
下

欄
第
三
号
と
す
る
。

別
表
第
三
十
五
類
の
項
下
欄
第
一
号

か
ら

ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(一)

(三)

折
り
込
み
チ
ラ
シ
に
よ
る
広
告

雑
誌
に
よ
る
広
告

新
聞
に
よ
る
広
告

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
に
よ
る
広
告

ラ
ジ
オ

(一)
に
よ
る
広
告

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
広
告

交
通
広
告

(二)
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車
両
の
内
外
に
お
け
る
広
告

屋
外
広
告
物
に
よ
る
広
告

(三)
別
表
第
三
十
五
類
の
項
下
欄
第
一
号

中
「
郵
便
に
よ
る
広
告
物
の
配
布
」
を
「
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
に
よ
る
広
告
」
に
改

(四)

め
、
同
号

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(六)広
告
宣
伝
物
の
企
画
及
び
制
作

広
告
の
企
画

広
告
の
た
め
の
商
品
展
示
会
、
商
品
見
本
市
の
企
画
又
は
運
営

(六)
別
表
第
三
十
五
類
の
項
下
欄
第
三
号
中
「
市
場
調
査
」
を
「
市
場
調
査
又
は
分
析
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
五
号
中
「
看
護

婦
の
あ
っ
せ
ん
」
を
「
看
護
師
の
あ
っ
せ
ん
」
に
、
「
助
産
婦
の
あ
っ
せ
ん
」
を
「
助
産
師
の
あ
っ
せ
ん
」
に
、
「
配
ぜ
ん
人

の
あ
っ
せ
ん
」
を
「
配
膳
人
の
あ
っ
せ
ん
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
十
号
中
「
書
類
の
複
製
」
を
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
デ
ー
タ
ベ

ー
ス
へ
の
情
報
編
集

書
類
の
複
製

新
聞
記
事
情
報
の
提
供
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
十
六
類
の
項
下
欄
第
二
十
一
号
中
「
有
価
証
券
等
精
算
取
次
ぎ
」
を
「
有
価
証
券
等
清
算
取
次
ぎ
」
に
改
め
、
同

項
下
欄
第
三
十
一
号
中
「
骨
董
品
の
評
価
」
を
「
骨
董
品
の
評
価

中
古
自
動
車
の
評
価
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
三
十
四
号

と
う

と
う

の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
十
五

紙
幣
又
は
硬
貨
計
算
機
の
貸
与

現
金
支
払
機
又
は
現
金
自
動
預
け
払
い
機
の
貸
与
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別
表
第
三
十
七
類
の
項
下
欄
第
二
号
中
「
建
築
設
備
の
運
転
」
を
「
建
築
設
備
の
運
転
、
点
検
又
は
整
備

建
築
工
事
に
関

す
る
助
言
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
五
号
中
「
化
学
機
械
器
具
の
修
理
又
は
保
守
」
を
「
化
学
機
械
器
具
の
修
理
又
は
保
守

化
学
プ
ラ
ン
ト
の
修
理
又
は
保
守
」
に
、
「
ガ
ラ
ス
器
製
造
機
械
の
修
理
又
は
保
守

機
械
式
駐
車
装
置
の
修
理
又
は
保
守
」

を
「
ガ
ラ
ス
器
製
造
機
械
の
修
理
又
は
保
守

原
子
力
発
電
プ
ラ
ン
ト
の
修
理
又
は
保
守

機
械
式
駐
車
装
置
の
修
理
又
は
保

守

業
務
用
加
熱
調
理
機
械
器
具
の
修
理
又
は
保
守
」
に
、
「
ゴ
ム
製
品
製
造
機
械
器
具
の
修
理
又
は
保
守
」
を
「
ゴ
ム
製
品

製
造
機
械
器
具
の
修
理
又
は
保
守

自
転
車
駐
輪
器
具
の
修
理
又
は
保
守
」
に
、
「
写
真
機
械
器
具
の
修
理
又
は
保
守
」
を
「

写
真
機
械
器
具
の
修
理
又
は
保
守

集
積
回
路
製
造
装
置
の
修
理
又
は
保
守
」
に
、
「
事
務
用
機
械
器
具
の
修
理
又
は
保
守
」

を
「
事
務
用
機
械
器
具
の
修
理
又
は
保
守

水
質
汚
濁
防
止
装
置
の
修
理
又
は
保
守
」
に
、
「
電
動
機
の
修
理
又
は
保
守
」
を

「
電
動
機
の
修
理
又
は
保
守

動
力
付
床
洗
浄
機
の
修
理
又
は
保
守
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
六
号
中
「
か
ば
ん
類
又
は
袋
物

の
修
理
」
を
「
か
ば
ん
類
又
は
袋
物
の
修
理

看
板
の
修
理
又
は
保
守
」
に
、
「
な
べ
類
の
修
理
又
は
保
守
」
を
「
鍋
類
の
修

理
又
は
保
守
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
九
号
中
「
電
話
機
の
消
毒
」
を
「
医
療
用
機
械
器
具
の
殺
菌
又
は
滅
菌

電
話
機
の
消

毒
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
十
号
中
「
モ
ッ
プ
の
貸
与
」
を
「
モ
ッ
プ
の
貸
与

衣
類
乾
燥
機
の
貸
与

衣
類
脱
水
機
の
貸
与

」
に
改
め
る
。
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別
表
第
三
十
八
類
の
項
下
欄
第
二
号
中
「

有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
」
を
削
る
。

別
表
第
三
十
九
類
の
項
下
欄
第
七
号
中
「
主
催
旅
行
の
実
施
」
を
「
企
画
旅
行
の
実
施
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
十
号
中
「

駐
車
場
の
提
供
」
を
「
駐
車
場
の
提
供

駐
車
場
の
管
理
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
十
一
号
中
「
車
い
す
の
貸
与
」
を
「
機
械

式
駐
車
装
置
の
貸
与

車
椅
子
の
貸
与
」
に
改
め
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
二

自
動
車
の
運
転
の
代
行

信
書
の
送
達

道
路
情
報
の
提
供

引
越
の
代
行

有
料
道
路
の
提
供

別
表
第
四
十
類
の
項
下
欄
第
三
号
中
「
紙
の
加
工
」
を
「
紙
の
加
工

義
肢
又
は
義
歯
の
加
工
」
に
、
「
剥
製
」
を
「
竹
、

は
く

木
皮
、
と
う
、
つ
る
又
は
そ
の
他
の
植
物
性
基
礎
材
料
の
加
工

剥
製
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
四
号
中
「
写
真
の
焼
付
け
」

を
「
写
真
の
プ
リ
ン
ト
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
七
号
中
「
廃
棄
物
の
再
生
」
を
「
核
燃
料
の
再
加
工
処
理

浄
水
処
理

除

染

廃
棄
物
の
再
生
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
八
号
中
「
グ
ラ
ビ
ア
製
版
」
を
「
グ
ラ
ビ
ア
製
版

印
章
の
彫
刻
」
に
改
め
、

同
項
下
欄
第
九
号
中
「
石
版
印
刷
」
を
「
石
版
印
刷

デ
ジ
タ
ル
印
刷
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
十
号
中
「
化
学
機
械
器
具
の

貸
与

家
庭
用
ル
ー
ム
ク
ー
ラ
ー
の
貸
与

ガ
ラ
ス
器
製
造
機
械
の
貸
与
」
を
「
化
学
機
械
器
具
の
貸
与

加
湿
器
の
貸
与

家
庭
用
暖
冷
房
機
の
貸
与

ガ
ラ
ス
器
製
造
機
械
の
貸
与
」
に
、
「
写
真
の
現
像
用
、
焼
付
け
用
、
引
き
伸
ば
し
用
又
は
仕
上

げ
用
の
機
械
器
具
の
貸
与
」
を
「
空
気
清
浄
器
の
貸
与

写
真
の
現
像
用
、
プ
リ
ン
ト
用
、
引
き
伸
ば
し
用
又
は
仕
上
げ
用
の
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機
械
器
具
の
貸
与

浄
水
装
置
の
貸
与
」
に
、
「
廃
棄
物
破
砕
装
置
の
貸
与
」
を
「
廃
棄
物
破
砕
装
置
の
貸
与

発
電
機
の
貸

与
」
に
改
め
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
一

材
料
処
理
情
報
の
提
供

別
表
第
四
十
一
類
の
項
下
欄
第
二
号
中
「
動
物
の
調
教
」
を
「
献
体
に
関
す
る
情
報
の
提
供

献
体
の
手
配

セ
ミ
ナ
ー
の

企
画
、
運
営
又
は
開
催

動
物
の
調
教
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
三
号
中
「
洞
窟
の
供
覧
」
を
「
洞
窟
の
供
覧
」
に
改
め
、
同

く
つ

項
下
欄
第
四
号
中
「
電
子
出
版
物
の
提
供
」
を
「
書
籍
の
制
作

電
子
出
版
物
の
提
供
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
八
号
か
ら
第

十
一
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八

興
行
の
企
画
、
運
営
又
は
開
催
（
映
画
、
演
芸
、
演
劇
、
音
楽
の
演
奏
、
ス
ポ
ー
ツ
、
競
馬
、
競
輪
、
競
艇
又
は
小
型

自
動
車
競
走
の
興
行
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）

当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売

九

映
像
機
器
、
音
声
機
器
等
の
機
器
で
あ
っ
て
放
送
番
組
の
制
作
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
も
の
の
操
作

通
訳

翻
訳

十

教
育
、
文
化
、
娯
楽
又
は
ス
ポ
ー
ツ
用
ビ
デ
オ
の
制
作
（
映
画
、
放
送
番
組
又
は
広
告
用
の
も
の
を
除
く
。
）

写
真

の
撮
影

放
送
番
組
の
制
作
に
お
け
る
演
出

十
一

映
画
、
演
芸
、
演
劇
、
音
楽
又
は
教
育
研
修
の
た
め
の
施
設
の
提
供

音
響
用
又
は
映
像
用
の
ス
タ
ジ
オ
の
提
供
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別
表
第
四
十
一
類
の
項
下
欄
第
十
五
号
中
「
光
学
機
械
器
具
の
貸
与
」
を
「
光
学
機
械
器
具
の
貸
与

書
画
の
貸
与
」
に
、

「
図
書
の
貸
与
」
を
「
図
書
の
貸
与

ネ
ガ
フ
ィ
ル
ム
の
貸
与

ポ
ジ
フ
ィ
ル
ム
の
貸
与
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
十
三
類
の
項
下
欄
第
五
号
中
「
カ
ー
テ
ン
の
貸
与
」
を
「
お
し
ぼ
り
の
貸
与

カ
ー
テ
ン
の
貸
与
」
に
、
「
加
熱

器
の
貸
与
」
を
「
加
熱
器
の
貸
与

加
熱
調
理
機
械
器
具
の
貸
与
」
に
、
「
敷
物
の
貸
与
」
を
「
敷
物
の
貸
与

食
器
の
貸
与

」
に
、
「
布
団
の
貸
与
」
を
「
布
団
の
貸
与

ま
く
ら
の
貸
与

毛
布
の
貸
与
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
十
五
類
の
項
下
欄
第
八
号
中
「
占
い
」
を
「
占
い

身
の
上
相
談
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
十
二
号
中
「
火
災
報

知
器
の
貸
与
」
を
「
火
災
報
知
器
の
貸
与

金
庫
の
貸
与
」
に
、
「
消
火
器
の
貸
与
」
を
「
消
火
器
の
貸
与

装
身
具
の
貸
与

」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
係
属
中
の
商
標
登
録
出
願
等
に
係
る
経
過
措
置
）
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２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
特
許
庁
に
係
属
し
て
い
る
商
標
登
録
出
願
又
は
防
護
標
章
登
録
出
願
に
係
る
商
品
及
び
役
務

の
区
分
に
つ
い
て
は
、
そ
の
商
標
登
録
出
願
又
は
防
護
標
章
登
録
出
願
に
つ
い
て
査
定
又
は
審
決
が
確
定
す
る
ま
で
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。


